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後期基本計画の策定にあたっては、各団体の代表者や有識者などから構成

される「坂井市総合計画審議会」で丁寧に協議を重ねてきました。 

また、まちづくりに関する市民の皆さんの様々な“想い”を集めるため、

市民満足度調査（アンケート調査）にご協力をいただいたほか、コミュニテ

ィセンター単位で「幸福実感 まち未来トーク」を開催し、地域の中で幸せ

に暮らせる未来について意見交換を行いました。 

この計画は、そうした多くの市民の皆さんの幅広い意見を取り入れていま

す。 

これから先の時代を見据えたとき、様々な社会環境の変化が予想されます

が、坂井市の個性を生かしながら、子どもたちの夢を育むふるさとを目指し

て、まちづくりを進めていきましょう。 

 

第二次坂井市総合計画 後期基本計画 概要版  

輝く未来へ… 

みんなで創る希望のまち 
～ 子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して ～ 

 
2025～2029 

 多くの市民の皆さんの声を聴き、 

意見・提案などを計画づくりに反映しました。 

◆「幸福実感 まち未来トーク」の様子 



坂井市では、令和２年に「第二次坂井市総合計画」を策定し、「輝く未来へ…みん

なで創る希望のまち  ～子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して～」という将

来像の実現に向けて、3 つの視点からなる 6 つの施策分野に取り組んできました。 

今回策定した総合計画後期基本計画は、令和 2 年度（2020 年度）を初年度とす

る基本構想の後期 5 年間（令和 7 年度（2025 年度）～令和 11 年度（2029 年度））

の基本計画となります。 

後期基本計画では、基本構想で定めている 6 つの施策の大綱を実現するため、新

たな課題にも対応できるよう、社会情勢の変化や前期基本計画の達成状況などを検証

し、施策に反映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第二次坂井市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」によって構成し、具体的な取り組み

にあっては「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略という。）」に基づ

いて推進していきます。 

後期基本計画の計画期間は、令和 7 年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）

までの 5 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の構成・計画期間 

輝く未来へ…みんなで創る希望のまち 

～ 子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して ～ 

将来像 

後期基本計画策定の趣旨 

大切にすべき４つの視点 

目指すべき将来像やその達成のために必要な基本的施策の方向性を検討し、施策の
指針を定めるにあたり、全てにわたって共通して大切にすべき 4 つの視点 

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

基本構想 10 年間 

前期基本計画 ５年間 後期基本計画 ５年間 

第二次総合戦略 ５年間 
ＰＤＣＡ（単年更新機能） 

第三次総合戦略 ５年間 
ＰＤＣＡ（単年更新機能） 

【 計画期間 】 

 

❐幸せを実感できるまちづくりの視点 

ウェルビーイングの考え方を取り入れ、対話を通して施策の立案や検証を行い、共に市民の

幸せや市の将来を考えていくことで、坂井市に暮らす全ての人の幸福感の向上を実現する。 

❐坂井市の「住みよさ」をさらに高める視点 

誰もが坂井市の「住みよさ」を実感でき、「住みたい」と思える住環境を実現するとともに、

豊かな自然や心安らぐ風景を引き継ぎ、持続可能なまちづくりを図る。 

❐坂井市を担う「ひと」を育てる視点 

坂井市の未来を担う次世代が健やかに育つ環境を地域ぐるみで整え、コミュニティとの関わ

りを通じて坂井市に誇りや愛着を持った担い手を育てる。 

❐坂井市の「多様性」を生かして発展していく視点 

多様な立場や考えを持った人が力を合わせ、活力を生み出し、地域間や世代間などの交流・

連携により、まちづくりの知恵や手法を共有することで一層発展していく。 

急激な人口減少を防ぐため、

様々な施策を展開することによ

り、出生数の向上と社会動態のプ

ラスへの転換（転入数＞転出数）

を図り、令和 42 年（2060 年）

の人口規模を 70,400 人程度と

することを目標とします。 

【 第二次坂井市総合計画の構成 】 

 
目指すべき将来像を明らかにするとともに、それを実現するた

めに必要な施策の大綱を明らかにしています。 

基本構想に掲げる施策の大綱に基づき、根幹となる基本施策

を明らかにしています。 

基本計画に示された施策の具体的な事業内容を明らかにして

います。 
総合戦略 

基本計画 

基本 
構想 

2020年

(R2)

2025年

(R7)

2030年

(R12)

2035年

(R17)

2040年

(R22)

2045年

(R27)

2050年

(R32)

2055年

(R37)

2060年

(R42)

パターン１ 88,481 85,679 82,411 78,942 75,231 71,245 67,141 62,794 58,223

パターン２ 88,481 86,264 83,826 81,174 78,249 75,017 71,760 68,348 64,820

パターン３ 88,481 86,218 83,528 80,674 77,611 74,296 70,880 67,217 63,334

パターン４ 88,481 86,815 84,978 82,977 80,748 78,248 75,755 73,131 70,427

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

将
来
人
口
（
人
）

90,000 

85,000 

80,000 

75,000 

70,000 

65,000 

60,000 

55,000 

 

（人） 

 

2020   2025  2030   2035   2040  2045   2050   2055  2060（年） 
（R2）    （R7）  （R12）   （R17）  （R22）  （R27）  （R32）   （R37）  （R42） 

88,481 

70,427 

58,223 

64,820 

63,334 

出生数の増加、転入超過の目標 

が実現された場合の人口推移 

出生数の増加の目標が実現 

された場合の人口推移 

これまでの趨勢が続く場合 

の人口推移（社人研準拠） 

転入超過の目標が実現 

された場合の人口推移 

 

 

政
策
努
力
に
よ
る
押
し
上
げ
効
果 

◆目標とする人口 ～70,400 人程度（令和 42 年（2060 年））～ 

 

◆坂井市が目指すまちの姿 

 



 

第二次坂井市総合計画 後期基本計画においては、将来像の実現を目指し、6 つの施策分

野に取り組んでいきます。 

また、社会情勢が急激に変化し、各施策分野だけでは解決が困難な課題が発生すること

も予想されます。そのため、必要に応じて各施策分野を横断し、戦略的に取り組みを展開

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂井市を担う

「ひと」を 

育てる 

視点 

坂井市の 

「住みよさ」を 

さらに高める 

視点 

坂井市の 

「多様性」を 

生かして発展 

していく視点 

幸せを 

実感できる 

まちづくりの 

視点 

大切にすべき 4 つの視点 

◆施策の大綱 

 

～
子
ど
も
た
ち
の
夢
を
育
む
“
ふ
る
さ
と
”
を
目
指
し
て
～ 

輝

く

未

来

へ…

み

ん

な

で

創

る

希

望

の

ま

ち 

将来像 

の実現 

◆これからの５年間で取り組むこと 

１ 

み
ん
な
で
未
来
に
つ
な
ぐ
ま
ち
づ
く
り          

【
共
生
・
協
働
分
野
】 

２ 

互
い
に
思
い
や
り
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り        

【
福
祉
分
野
】 

３ 

学
ぶ
意
欲
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り              

【
教
育
分
野
】 

４ 

自
然
と
共
生
で
き
る
ま
ち
づ
く
り              

【
環
境
分
野
】 

５ 

地
域
資
源
を
生
か
し
活
力
に
満
ち
た
ま
ち
づ
く
り  

【
産
業
分
野
】 

６ 

安
全
で
快
適
な
暮
ら
し
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り    

【
都
市
基
盤
分
野
】 

６
つ
の
施
策
の
柱 

＜取り組みの姿勢＞ 

～時代の変化に対応した各施策分野の連携～ 

・最適な組織体制の構築 

・効率的で効果的な行財政運営 

・官民が保有する社会資本のさらなる利活用 

 

地域の個性が感じられる魅力ある坂井市の実現に向け、市民ニーズに対応したき

め細かな行政サービスを提供するとともに、市民自らが地域への誇りや愛着を持ち

ながら、地域を形成していくための環境づくりに取り組みます。 

また、市民や団体、ＮＰＯ法人、ボランティアなどとの協働のまちづくりを積極

的に推進するとともに、多様な主体と連携を図り、誰もが輝くことができる持続可

能な社会づくりに取り組みます。 

第 １ 章 

 
みんなで未来につなぐまちづくり 【共生・協働分野】 

 

① 誰もが暮らしやすい共生社会の 
推進 

 

施 策 

② 多様な主体と連携した協働の 

まちづくりの推進 

 ③ 国際・都市間交流の推進 

 

④ 関係人口の拡大と住みよさの 
実感 

 ⑤ 効率的な行財政運営の推進 

 

誰もが健康で生き生きと暮らせる地域社会を実現するため、地域や行政、専門機

関などの連携の強化を図るとともに、個々の力を生かしながら活躍できるよう支援

し、住み慣れた地域で互いに支え合い安心して暮らせる環境づくりに取り組みま

す。また、若い世代が家庭をもち、子育てに夢をもてる社会づくりを目指し、「こ

どもまんなか社会」の実現に向けて取り組みを推進します。 

施 策 

第 ２ 章 

 
互いに思いやり支え合うまちづくり 【福祉分野】 

 

① 地域福祉の充実 

 ② 児童福祉の充実 

 ③ 高齢者福祉の充実 

 ④ 障がい者福祉の充実 

 

⑤ 健康づくりの推進 

 ⑥ 地域医療体制の充実 

 ⑦ 社会保障制度の安定的な運営 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来にわたって、夢と希望にあふれる地域社会を実現す

るためには、人づくりが何よりも重要であり、子どもたち

が夢と希望を持ち健やかに成長できるよう、感性豊かな人

格形成のための支援、グローバル化や情報化の進展に対応

できる人材の育成など教育環境の整備に取り組みます。 

また、生涯学習や生涯スポーツの推進に取り組むととも

に、地域固有の歴史や伝統文化、芸術などを守り育てる心

の醸成に取り組み、次世代に引き継ぎます。 

施 策 

地域資源を生かし活力に満ちたまちづくり 【産業分野】 

 

人口減少が進む社会においても、足腰の強い産業基盤を

構築し地域経済の活力を維持・向上させるため、各産業分

野における担い手や後継者の育成、生産物の付加価値向上、

地域に根差した産業や新規創業の支援、雇用環境の充実な

ど、持続可能な産業の基盤づくりに取り組みます。 

また、観光の振興に向け、地域資源に磨きをかけ周辺自

治体との連携を強化し、国内外からの誘客による交流人口

の拡大を図ります。 

施 策 

第 ５ 章 

 

① 農林水産業の振興 

 ② 商工業の振興 

 

③ 観光の振興 

 ④ 働く環境の充実 

 

第 ３ 章 

 
学ぶ意欲を支えるまちづくり 【教育分野】 

 

① 学校教育の充実 

 ② 社会教育・生涯学習の充実 

 

③ 歴史・文化・芸術の伝承と振興 

 ④ 生涯スポーツの振興 

 

市民が安心して安全に暮らせるよう、地震や豪雨、豪雪などの災害に強いまちづ

くりの推進、防犯体制や交通安全の強化、公共交通ネットワークの充実と利便性の

向上に取り組みます。 

また、空き家等の発生抑制や有効活用を促進するとともに、身近な道路や公園の

整備など、潤いのある都市空間の充実を図ります。さらに、高度情報化社会に対応

した情報通信体系の整備を進め、市民の利便性向上と情報格差を減らす環境づくり

に取り組みます。 

施 策 

第 ６ 章 

 
安全で快適な暮らしを支えるまちづくり 【都市基盤分野】 

 

① 災害に強いまちづくりの推進 

 ② 安全・安心対策の充実 

 ③ 住環境の整備 

 ④ 安定した水の供給と良好な水環境
の維持 

 

⑤ 暮らしを支える道路網の整備 

 ⑥ 地域公共交通と広域ネットワーク 

拠点の充実 

 ⑦ 情報ネットワーク社会の構築 

 

温暖化防止や生物多様性の確保などの環境問題に

対応するため、身近な環境の保全に努めるとともに、

持続可能な循環型社会の構築に向け取り組みます。 

また、坂井市が誇る美しい海や山、川、田園などの

自然景観をはじめ、地域固有の歴史や文化に育まれた

街並みなどの故郷の景観を次世代に引き継ぐととも

に、誇りと愛着をもって暮らすことのできる故郷の創

生に向けて取り組みます。 

第 ４ 章 

 
自然と共生できるまちづくり 【環境分野】 

 

① 自然環境の保全と共生 

 
② 循環型社会の構築 

 

③ 生活環境の保全と充実 

 
④ 美しい景観資源の活用 

 

施 策 


